
西柴団地まちづくりニュース No９ 
平成 28 年１１月１日  

西柴団地自治会  

地域まちづくり特別委員会  

 

新建築協定は 11月 5日に発効!! 
[まちづくりニュース 最終号] をお届けします。  

 

◆西柴団地自治会地区建築協定（以下、新協定と称します）への加入者は

最終的に１２０６区画となり、隣接地は２５７区画となりました。  

 

◆新協定は、縦覧・公聴会等所定の手続きを終え、１１月４日認可公告の  

運びとなりました。現行建築協定は同日失効し、１１月５日新協定が発

効します。公聴会の模様は自治会ホームページでご覧ください。  

 

◆地域まちづくりルール特別委員会は新協定の認可公告によりその任務

を全うし、１１月４日をもって解散いたします。長年に亘りご支援、ご

協力を賜りましたことに対し厚く御礼申し上げます。  

 

◆１１月５日、新たに「建築協定運営特別委員会」が発足します。若林知

行氏（８ブロック８組）を委員長とし、現在の住環境まちづくり委員会

のメンバーが委員を務めます。この特別委員会は来年４月の自治会総会

の承認により「西柴団地自治会地区建築協定運営委員会」に改められ、

自治会の一組織として発足する予定です。  

 

◆新協定に加入された皆様には、建築協定書および関係書類を年内にお届

けいたしますので、各自保管してください。建築協定書は、1 通は横浜

市、1 通は建築協定運営委員会、1 通は皆様が保管することとなります。 

 

◆隣接地を所有する皆様には、住宅地として良好な環境を維持していくた

めに、事情の許す限り再度、新協定への加入をご検討いただきたく存じ

ます。必要書類（建築協定書と建築協定加入届）は自治会館に用意して

ありますのでお申し出ください。簡単な手続きで加入できます。  

 

新協定が西柴団地の活性化に寄与することを祈念し、この号をもって

「西柴団地まちづくりニュース」の最終号とします。重ねて皆さまのご支

援・ご協力に感謝いたします。  

 

以上  

 

（裏面は新建築協定区域図です）  


